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◎

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）（
抄
）

（
課
税
標
準
及
び
税
率
）

第
三
条

関
税
は
、
輸
入
貨
物
の
価
格
又
は
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
課
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
税
率
は
、
別
表
に
よ
る
。

◎

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）（
抄
）

（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）

第
六
十
七
条

貨
物
を
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貨
物
の
品
名
並
び
に
数
量
及
び
価
格
（
輸
入
貨
物

（
特
例
申
告
貨
物
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
数
量
及
び
価
格
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
税
関
長
に
申
告
し
、
貨
物
に
つ
き
必
要
な

検
査
を
経
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
五
条

本
邦
か
ら
外
国
に
向
け
て
行
う
外
国
貨
物
（
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
貨
物
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八

号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
（
輸
出
の
許
可
等
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
第
百
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
積
戻
し
に
は
、
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
、
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
手
続
）、
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
後
段
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）（
輸
出
申
告
の
特
例
）、
第
六
十
八
条
か
ら
第

六
十
九
条
の
十
ま
で
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際
し
て
の
提
出
書
類
・
貨
物
の
検
査
に
係
る
権
限
の
委
任
・
貨
物
の
検
査
場
所
・
輸
出
し
て
は
な
ら
な

い
貨
物
・
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
・
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
等
・
輸
出
差
止
申
立
て
に
お
け
る
専
門
委
員

へ
の
意
見
の
求
め
・
輸
出
差
止
申
立
て
に
係
る
供
託
等
・
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
等
・
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物

に
係
る
認
定
手
続
に
お
け
る
農
林
水
産
大
臣
等
へ
の
意
見
の
求
め
・
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
に
お
け
る
専
門
委
員
へ
の
意
見
の
求
め

・
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
等
）
並
び
に
第
七
十
条
（
証
明
又
は
確
認
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
貨
物
」
と
あ
る
の
は
「
貨
物
（
第
六
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
積
戻
し
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
物
品
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
積
み
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

が
当
該
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
積
み
戻
す
も
の
を
除
く
。
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
八
条
の
四

第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
た
者
（
本
邦
か
ら
外
国
に
向
け
て
行
う
外
国

貨
物
（
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
貨
物
を
除
く
。
）
の
積
戻
し
（
第
六
十
九
条
の
十
一
第
二
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）
の
規
定
に
よ
り
命
じ
ら
れ
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
者
を
含
む
。）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
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２

第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
た
者
（
本
邦
か
ら
外
国
に
向
け
て
行
う
外
国
貨
物
（
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た

貨
物
を
除
く
。
）
の
積
戻
し
（
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
品
を
積
み
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
者
が
当
該
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
及
び
第
六
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
命
じ
ら
れ
て
行
う
も
の
を
除

く
。）
を
し
た
者
を
含
む
。）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

３
～
５

（
省

略
）

第
百
九
条

第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
三
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

３
～
５

（
省

略
）

第
百
九
条
の
二

第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
輸

入
の
目
的
以
外
の
目
的
で
本
邦
に
到
着
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
第
三
十
条
第
二
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）
の
規
定
に
違
反
し
て
保
税
地
域
に

置
き
、
又
は
第
六
十
五
条
の
三
（
保
税
運
送
が
で
き
な
い
貨
物
）
の
規
定
に
違
反
し
て
外
国
貨
物
の
ま
ま
運
送
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
（
輸
入
の
目
的
以
外
の
目
的
で
本
邦
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
、
同
項
第
九
号
に

掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
回
路
配
置
利
用
権
の
み
を
侵
害
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
税
地
域
に
置
き
、
又
は
第

六
十
五
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
て
外
国
貨
物
の
ま
ま
運
送
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
七
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科

す
る
。

３
～
５

（
省

略
）

第
百
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
関
税
を
免
れ
、
又
は
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
た
者

二

関
税
を
納
付
す
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
関
税
を
納
付
し
な
い
で
輸
入
し
た
者

２
～
６

（
省

略
）

◎

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）（
抄
）
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（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
三

（
省

略
）

２
・
３

（
省

略
）

４

（
省

略
）

一

（
省

略
）

二

平
均
輸
入
数
量
が
平
均
国
内
消
費
量
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
超
え
、
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
数
量
以
下
の
場
合

平
均
輸
入
数
量
に

百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
量
に
、
前
年
の
国
内
消
費
量
か
ら
前
々
年
の
国
内
消
費
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量
を
加
算
し
て
得
た
数
量
（
前
年
の
国
内

消
費
量
か
ら
前
々
年
の
国
内
消
費
量
を
控
除
し
て
控
除
し
き
れ
な
い
数
量
が
あ
る
と
き
は
、
平
均
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
量
か
ら
当

該
控
除
し
き
れ
な
い
数
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量
）

三

平
均
輸
入
数
量
が
平
均
国
内
消
費
量
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
超
え
る
場
合

平
均
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
に
、

前
年
の
国
内
消
費
量
か
ら
前
々
年
の
国
内
消
費
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量
を
加
算
し
て
得
た
数
量
（
前
年
の
国
内
消
費
量
か
ら
前
々
年
の
国
内
消
費
量
を

控
除
し
て
控
除
し
き
れ
な
い
数
量
が
あ
る
と
き
は
、
平
均
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
か
ら
当
該
控
除
し
き
れ
な
い
数
量
を
控
除
し
て

得
た
数
量

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
基
準
数
量
を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
別
表
第
一
の
六
の
各
項
の
う
ち
に
前
年
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
お
け

る
国
内
消
費
量
が
不
明
な
物
品
を
含
む
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
消
費
量
が
不
明
な
物
品
を
含
む
項
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
は
、
そ
の
項
の
平
均
輸

入
数
量
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。

６
～
８

（
省

略
）

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
四

（
省

略
）

一

発
動
基
準
価
格
と
課
税
価
格
と
の
差
額
が
発
動
基
準
価
格
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
、
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
以
下
の
場
合

加
算

さ
れ

る
税

額

＝

（発
動

基
準

価
格

×
０

．

９
－

課
税

価
格

）
×０

．

３

二

発
動
基
準
価
格
と
課
税
価
格
と
の
差
額
が
発
動
基
準
価
格
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
、
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
以
下
の
場

合

加
算

さ
れ

る
税

額

＝
（発

動
基

準
価

格
×

０

．

６
－
課
税
価
格

）
×０

．

５
＋発

動
基
準
価

格

×０

．

０
９

三

発
動
基
準
価
格
と
課
税
価
格
と
の
差
額
が
発
動
基
準
価
格
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
、
百
分
の
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
以
下
の

場
合

加
算

さ
れ

る
税

額

＝
（発

動
基

準
価

格

×０
．

４
－

課
税
価
格

）
×０

．

７

＋発
動

基
準
価
格

×０

．

１
９

四

発
動
基
準
価
格
と
課
税
価
格
と
の
差
額
が
発
動
基
準
価
格
に
百
分
の
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
る
場
合

加
算

さ
れ
る

税
額

＝
（発

動
基

準
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価
格

×０

．

２
５

－
課

税
価

格

）
×０

．

９
＋

発
動
基
準
価
格
×
０

．

２
９
５

２
・
３

（
省

略
）

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
六

（
省

略
）

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
第
八
条
の

六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去

三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相

当
す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月

の
属
す
る
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月

の
翌
々
月
の
初
日
。
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で

二

当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三

分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合

当
該
年
度
の
翌
年

度
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一
日
。
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
同
年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

２
～
７

（
省

略
）

（
特
恵
関
税
等
）

第
八
条
の
二

経
済
が
開
発
の
途
上
に
あ
る
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
制
度
を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
関
税
に
つ
い
て
特
別
の
便

益
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
便
益
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
恵
受
益
国
等
」
と

い
う
。
）
を
原
産
地
と
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
で
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

関
税
定
率
法
別
表
第
一
類
か
ら
第
二
十
四
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
の
う
ち
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の

同
表
に
定
め
る
税
率

二

関
税
定
率
法
別
表
第
二
十
五
類
か
ら
第
七
十
六
類
ま
で
及
び
第
七
十
八
類
か
ら
第
九
十
七
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の

（
同
法
別
表
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
）
に
定
め
る
税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

同
法
別
表
に
定
め
る
税
率

（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
）
及
び
協
定
税
率
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
に
別
表
第
三
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て

得
た
税
率

三

関
税
定
率
法
別
表
第
二
十
五
類
か
ら
第
七
十
六
類
ま
で
及
び
第
七
十
八
類
か
ら
第
九
十
七
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
の
う
ち
別
表
第
三
、
第
四
及
び
第
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五
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
も
の
（
同
法
別
表
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
）
に
定
め
る
税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

無
税

２

（
省

略
）

３

特
恵
受
益
国
等
の
う
ち
、
国
際
連
合
総
会
の
決
議
に
よ
り
後
発
開
発
途
上
国
と
さ
れ
て
い
る
国
で
特
恵
関
税
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
関
税
を

い
う
。）
に
つ
い
て
特
別
の
便
益
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
国
（
次
条
に
お
い
て
「
特
別
特
恵
受
益
国
」
と
い
う
。）
を
原

産
地
と
す
る
別
表
第
五
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
も
の
（
関
税
定
率
法
別
表
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
）
及
び
同
項
第
一
号
に
定
め
る

税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
物
品
並
び
に
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
物
品
を
除
く
。
）
で
、
同
項
に
定
め
る
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率

は
、
第
二
条
又
は
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
税
と
す
る
。

４

（
省

略
）

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
）

第
八
条
の
六

（
省

略
）

２

経
済
連
携
協
定
に
お
い
て
関
税
の
譲
許
が
一
定
の
数
量
を
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
物
品
の
う
ち
輸
出
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
制
度

を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
）
が
発
給
す
る
証
明
書
に
基
づ
き
輸
入
国
が
割
当
て
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
譲
許
の
便
益
は
、
当

該
一
定
の
数
量
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
経
済
連
携
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
が
発
給
す
る
証
明
書
に
基
づ
い
て
政
府
が
行
う
割
当
て
を
受
け
た
者

が
そ
の
受
け
た
数
量
の
範
囲
内
で
輸
入
す
る
も
の
に
適
用
す
る
。

３

（
省

略
）

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
に
基
づ
く
製
造
用
原
料
品
に
係
る
譲
許
の
便
益
の
適
用
）

第
九
条
の
二

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ
く
関
税
の
譲
許
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
譲
許
」
と
い
う
。
）
が
税
関
の
監
督
の
下
で
飼
料
の

原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
物
品
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
料
品
で
輸
入
さ
れ
、
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
一

年
以
内
に
、
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
製
造
工
場
で
当
該
各
号
に
規
定
す
る
製
造
が
終
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
譲
許

の
便
益
を
適
用
す
る
。

一

飼
料
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る
た
め
の
関
税
定
率
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品

二

飼
料
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る
た
め
の
関
税
定
率
法
別
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品

２
～
８

（
省

略
）


